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しまね地域産業活性化協議会規約 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は，企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、

法第５条第１項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画

（以下「基本計画」という。）並びに同条第５項の規定による同意を得た基本計画（法第６

条第１項又は第２項の規定による変更があったときは，その変更後のもの。以下「同意基

本計画」という。）及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は

産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより，当該地域における産

業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計

画的な取組に寄与することを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 前条の協議会は，しまね地域産業活性化協議会（以下単に「協議会」という。）と称

する。 

 

（設 置） 

第３条 協議会は，次に掲げる者を委員として設置する。 

(1) 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、東出雲町、 

奥出雲町、斐川町、吉賀町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町 

(2) 島根県 

  (3) 島根大学、島根県立大学、松江工業高等専門学校 

 (4) 島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、 

   松江商工会議所 

(5)  財団法人しまね産業振興財団、特定非営利活動法人 ２１世紀出雲産業支援センター、 

特定非営利活動法人 ビジネスサポートひかわ 

(6)  協同組合 島根県鐵工会 

 

２ 前項第１号に掲げる市町村及び島根県は，法第７条第２項各号に掲げる者であって、 

  協議会の構成員として加えるとされていないものが、法第７条第３項に規定する主務省 

令で定める期間内に，前項第１号に掲げる市町村及び島根県に対して自己を協議会の構

成員として加えるよう申し出た場合に，必要があると認めるときは，委員とするこ

とができる。 

３  第１項第１号に掲げる市町村及び島根県は，協議会の組織後に、必要があると認めると

きは，法第５条第２項第７号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施する

と見込まれる者又は法第７条第２項各号で掲げる者を委員として加えることができる。 

４ 委員は非常勤とし、その任期は２年とする。ただし，再任を妨げないものとし、また、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（公 表） 

第４条 協議会の公表は，前条第１項第１号に掲げる市町村及び島根県のホームページへ 

の掲載等により行う。 

 

（事 務） 

第５条 協議会は，その目的を達成するため，次に掲げる事務を行う。 

(1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。 

 (2)  同意基本計画に位置づけられた次の事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。 

  ァ 集積目標関連産業の立地に資する人材の育成 

  イ 集積目標関連産業の立地に資する貸工場，貸事業場等の整備 

  ウ 企業誘致に係る専門家の配置 

 (3)  関係行政機関の長に対して，資料の提供，意見の表明，説明その他の協力を求めるこ

と。 

 (4) 前三号に掲げるもののほか，第３条第１項第１号に掲げる市町村の存する地域におけ

る産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務を処理するため，財団法人しまね産業振興財団に事務局を置く。 

 

（役員及び職務） 

第７条 協議会に，次の役員を置く。 

 (1) 会長     １名 

  (2) 副会長    ２名 

  (3) 監事     ２名 

２ 会長は，委員の中から互選により選任する。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長及び監事は，委員の中から会長が指名し，協議会の同意を得て選任する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

６ 監事は，協議会の会計を監査し，その結果を協議会に報告しなければならない。 

７ 役員の任期は，２年とし，再任を妨げないものとする。 

８ 役員は非常勤とする。 

 

（オブザーバー） 

第８条 協議会は，第５条に規定する事務に関し，必要に応じて意見を求めるため，オブザ

ーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは，会長が会議に招集し，発言を求めることができる。 

 

（会議の招集） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。 

２ 会長は委員の４分の１以上の者から会議の招集の要請があるときは，会議を招集しなけ

ればならない。 

３ 会長は，会議を招集するときは，会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項を

あらかじめ委員に通知しなければならない。 
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（会議の運営） 

第１０条 会議は委員の過半数の者が出席しなければ，開くことができない。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによ 

る。 

４ 会議の議事，その他会議の運営に関し必要な事項は，会長が会議に諮って定める。 

 

（分科会の設置） 

第１１条 協議会は，その事務の一部について，必要な協議又は調整を行うため，分科会を

置くことができる。 

２ 分科会の組織，運営その他必要な事項は，会長が会議に諮り別に定める。 

 

（協議結果の尊重） 

第１２条 協議会の委員は，会議において協議が整った事項について，その協議結果を尊重

しなければならない。 

 

（経 費） 

第１３条 協議会に要する経費は，第３条第１項第１号及び第２号に掲げる委員が協議して

負担する。 

 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算の編成，現金の出納その他財務に関し必要な事項は，会長が別に定

める。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第１５条 役員及び委員は，その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることがで 

 きる。 

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については，会長が別に定める。 

 

（協議会解散の場合の措置） 

第１６条 協議会の決議に基づいて解散する場合は，委員の４分の３以上の同意を得なけ 

ればならない。 

２ 協議会が解散した場合においては，協議会の収支は，解散の日をもって打ち切り，会 

長であった者がこれを決算し，監事であった者がこれを監査する。 

 

（その他の必要事項） 

第１７条 この規約に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，会長が会議に諮り，

別に定める。 
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  附 則 

     この規約は，平成１９年８月２１日から施行する。 

附 則 

この改正は，平成１９年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この改正は，平成２０年２月２１日から施行する。 

附 則 

この改正は，平成２０年７月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は，平成２２年２月４日から施行する。 

 

 


